
農業経営改善計画認定申請書 

記入にあたっての注意事項 

 当初計画の認定期間を終えられ、引き続き認定農業者になることを希望される方には、再認定のため

に改めて５年後を目標とする農業経営改善計画を作成していただくことになります。 

記入にあたっては、下記の事項についてご留意くださるようお願い申し上げます。 

 

（１）当初計画の内容を達成、またはほぼ達成した場合（再認定の場合） 

 当初計画の内容を達成、またはほぼ達成した方は、農業経営の更なる発展・改善を目指し、農業経営

改善計画を作成して下さい。なお、これにあたっては必ずしも経営面積規模拡大の目標とは限らず、新

技術の導入等による生産方式の合理化、簿記記帳の実施等の経営管理の合理化など、経営の中身の充実

を図るものであっても構いませんので、その改善方法等を具体的に記入してください。 

 

（２）当初計画の内容を達成できなかった場合（再認定の場合） 

 当初計画の内容を達成できなかった方は、その原因を分析するとともに計画達成のための課題の解決

方法などを検討しつつ、農業経営改善計画を作成して下さい。 

また、目標の経営面積規模などについては、当初計画のままで更に５年をかけて目標の達成を目指す

というものであっても構いませんが、その場合は計画を実現するための具体的な方法なども記入して下

さい。 

 

（３）その他 

・農業経営改善計画の認定にあたっては、市が策定する基本構想に照らし、適切なものであることとさ

れていますが、その基本構想において他産業従事者並みの年間労働時間として 2,000 時間程度、他

産業従事者と遜色ない生涯所得を実現し得る年間所得として 380 万円程度としております。年間労

働時間は可能な限りこの時間内に、年間所得については、最低限これと同等か上回る所得を目標とし

てください。 

・「所得」とは農産物の売上高ではなく、売上げ（収入）から必要経費を差し引いた額が所得となりま

すので、ご注意下さい。詳しくは、裏面「年間所得記入方法」をご覧ください。 

・「農業経営規模の拡大に関する目標」のうち、現状の作付面積を記載する箇所においては、令和３年

における水稲作付確定面積を記載して下さい。転作部分で販売を行った転作品目についても記載して

ください。 

・水稲のうち、主食用水稲のほか、飼料用米等に取り組んだ場合は、分けて記載して下さい。 

・前回の計画をそのまま書き写すことは、改善が見られないと判断させていただきますので、課題があ

る場合は分析等を行い、その内容を記載するようお願いします。 

※記入にあたり不明な点などがございましたら、農業振興課構造改革推進班まで申請書をお持ちの上ご

相談ください。なお、記入可能な項目は出来るだけ記入のうえ、ご持参願います。また、職務上外出し

ていることも想定されるため、事前にお電話（３０－０２４１）で職員がいることを確認のうえご相談

下さい。 



年間所得の計算方法
（青色申告の場合）

㉒雇人費＋㊽差引金額

年間所得の計算方法
（白色申告の場合）

⑧雇人費＋⑦収入金額計－⑬経費計


